
　☆届出施設基準について

　厚生労働大臣の定める施設基準に『承認』された事項は次の通りです。

　１．入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全体制、栄養管理実施、褥瘡患者管理等を行っています。

　２．療養病棟療養環境加算１　長期にわたる療養を行う環境を整えております。（Ⅰ・Ⅱ病棟）

　　　療養病棟療養環境加算２　長期にわたる療養を行う環境を整えております。（Ⅲ病棟）

　３．運動器リハビリテーション料Ⅲ　専任の常勤医師及び専従する常勤理学療法士・作業療法士が機械・

　　　器具により訓練を行います。

　４．脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅲ　専任の常勤医師及び専従する常勤理学療法士・作業療法士が

　　　機械・器具により訓練を行います。

　５．薬剤管理指導料　薬剤師が、入院患者様の投薬に際し薬学的管理を行い、投薬指導を行います。

　６．入退院支援加算２　専従の社会福祉士及び専任の看護師が退院に係る必要に応じた療養・介護が提

　　　供される支援を行います。

　７．ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影　16列以上64列未満のマルチスライスＣＴによって撮影を行っています。

　８．検査・画像情報提供加算及び電子的診察情報評価料　電子的方法で提供された医療情報を閲覧又は

　　　受信し診察に活用します。

　９．医療情報取得加算　マイナ保険証により正確な情報を取得し、より質の高い医療を提供できる

　　　為に活用します。

１０．診療録管理体制加算３　適切な診療記録の管理を行っています。

１１．データ提出加算　厚生労働省が実地するDPC調査の退院患者調査に準拠したデータを正確に作成し、

　　　継続して提出しています。

１２．外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）　医療関係職員の処遇改善を行っています。

１３．入院ベースアップ評価料２４　医療関係職員の処遇改善を行っています。　

１４．酸素の購入価格　酸素の購入単価を報告しています。（受理番号第８１９１号）　　

１５．一般名処方加算　一般名処方による処方箋を交付しています。　　

１６．医療DX推進体制整備加算　質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を整備しています。　　

　☆医療保険外負担について

　当院では、以下の項目について、その使用料、利用回数に応じた費用の負担をお願い致しております。

　　　生活用品 （内税）

　・病衣貸与代 １日につき ５５円

　☆喫煙について
　　　

　　　　敷地内禁煙です。



１６．医療DX推進体制整備加算　質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を整備しています。　　


